
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則
（
規
則
第
三
十
四
号
）

一

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
規
則
（
徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
及
び
徳
島

県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
除
く
。
以
下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を

左
横
書
き
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
に
伴
う
必
要
な
用
字
及
び
用
語
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

既
存
規
則
に
お
け
る
用
字
及
び
用
語
で
あ
っ
て
古
い
慣
例
に
基
づ
く
表
現
及
び
表
記
が
用
い
ら
れ

て
い
る
も
の
の
う
ち
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
現
在
の
法
令
に
お
け
る
慣
例
に
基
づ
く
表
現
及
び
表

記
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
等
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則
（
規
則
第
三
十
五
号
）

一

徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
及
び
徳
島
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
形
式
を
左
横
書

き
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
に
伴
う
必
要
な
用
字
及
び
用
語
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


